
 

 

令和５年 11 月 25 日 

 

勝又健康保険組合員の皆様へ 

 

勝又健康保険組合 

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取り扱いについて 

 

 

標記の件、被扶養者のうち、パート、アルバイト等の収入がある方で、勤務先の社会保険

の適用となっていない方が、勤務先の人手不足による労働時間延長等により一時的に扶養

認定にかかる収入の限度額を超過した場合に、勤務先が一時的な収入変動である事を証明

する事で、扶養認定を継続することが可能となりました。 

 

■注意事項 

・基本給が上がった場合など、今後も引き続き収入が増える事が確実な場合においては、一

時的な収入増加とは認められません。 

・フリーランス、個人事業主等、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外です。 

・収入金額、勤務期間等に関わらず、勤務先で社会保険の適用となる場合は、被扶養者認定

は取り消しとなります。 

・被扶養者が「今回の措置に該当する一時的な収入増加」により認定基準額を超えた（超え

る見込み）場合は、特に手続きは不要です。 

 被扶養者資格確認調査の対象となった場合に、基準額を超えている場合は「事業主の証明

書」により確認させていただきます。 

 

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

以 上 


